
社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関するワーキング・グループ 

設置要項 

令 和 ７ 年 ９ 月 ５ 日 

社会教育の在り方に関する特別部会了承 

１ 設置の趣旨 

中央教育審議会生涯学習分科会社会教育の在り方に関する特別部会の「審議事項１に関

する意見の整理」を踏まえ、社会教育主事と社会教育士の役割に応じた社会教育主事養成

課程や社会教育主事講習での養成の在り方について専門的に検討を行うため、本ワーキン

グ・グループを設置する。 

２ 検討事項 

（１）社会教育主事・社会教育士に期待される役割、求められる能力について

（２）社会教育主事・社会教育士の養成課程・講習の在り方について

（３）その他

３ 実施方法 

（１）別紙の委員の協力を得て、「２．検討事項」に掲げる事項について検討を行う。

（２）必要に応じて、別紙以外の関係者にも協力を求めることができる。

４ 設置期間 

本ワーキング・グループは、「２．検討事項」に係る検討が終了したときに廃止する。 

５ その他 

（１）本ワーキング・グループに関する庶務は、総合教育政策局地域学習推進課が国立教育政

策研究所社会教育実践研究センターの協力を得て行う。

（２）その他検討会の運営に関する事項は、必要に応じ会議に諮って定める。

資料２

watanabe-kb
長方形



（別紙） 

社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関するワーキング・グループ 

委員 

青 山 鉄 兵 文教大学人間科学部 准教授 

岡    幸 江  国立大学法人九州大学人間環境学研究院教育学部門 教授 

井 口 啓太郎 国立市教育委員会教育部公民館館長補佐・生涯学習課 課長補佐兼任（社会

教育主事） 

坂 口 緑 明治学院大学社会学部社会学科 教授 

志々田 まなみ 国立教育政策研究所生涯学習政策研究部 総括研究官 

(併)社会教育実践研究センター社会教育調査官 

長 岡 広 之 北海道教育庁生涯学習推進局社会教育課 課長補佐 

水 野 敬一朗 千葉県教育庁教育振興部生涯学習課社会教育班 副主査（社会教育士） 

（オブザーバー）

牧 野 篤 大正大学地域創生学部 教授、東京大学 名誉教授 



 

社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関する 
ワーキング・グループ 

関係法令改正までの大まかな予定（案） 
 

 

 

R7.10～ ワーキング   ・社会教育士の位置付けについて 

・修得すべき知識技術について 

・社会教育主事・社会教育士の養成の枠組みについて 

  

 

R8.3～4 特別部会    ・ワーキング報告を踏まえた議論 

  

  

教育委員会や大学等との調整 

  

  

R8.6   答 申 

  

  

R8.6～  主事・士養成の具体的な科目・内容検討（ワーキング等） 

  

  

     規程改正    ・社会教育主事講習等規程改正 

・社会教育士の講習等に係る新たな規程の制定 

               ・関連告示、通知 

 

 

周知・準備   ・説明会等の実施 

 ・講習 ・養成課程実施機関において、新カリキュラムの  

準備 

 

   

（未定） 施 行 

 



社会教育の在り方に関する特別部会 
審議経緯と今後の予定 

令和６年８月 

  ～令和７年３月 

〇３月３１日 

令和７年５月 

    ～12 月 

〇第７回（５月 27 日） 

〇第８回（６月 27 日） 

〇第９回（７月 18 日） 

〇第 10 回（９月５日） 

〇第 11 回（10 月７日） 

〇第 12 回（11 月６日） 

〇第 13 回（12 月 11 日） 

「審議事項１ 社会教育人材を中核とし

て社会教育の推進方策」の検討 

「審議事項１に関する意見の整理」公表 

「審議事項２ 社会教育活動の推進方

策」の検討 

〇地域と学校の連携・協働の更なる推進方策 

〇共生社会の実現に向けた障害者・外国人等を含め 

た社会教育の推進方策 

〇地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様 

な主体が担う活動との連携・振興方策①関係省庁 

〇地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様 

な主体が担う活動との連携・振興方策②NPO 

社会教育主事・社会教育士養成等の改善・充実に関する

ワーキング・グループ（以下「養成 WG」という。）を設置

〇地域コミュニティに関する首長部局の施策や多様 

な主体が担う活動との連携・振興方策③民間企業 

〇公民館、図書館、博物館における社会教育の推進方策 

〇青少年教育施設等における青少年体験活動の推進方策 

令和８年 

  １月～４月 

「審議事項３ 国・地方公共団体におけ

る社会教育の推進体制等の在り方」の

検討 

※ 部会は月１回程度のペースで開催することを想定。

※ 養成 WG の検討の結果を踏まえた審議のまとめへ。

同 ４月～５月 

同 夏頃 

審議のまとめ（案）・パブリックコメント 

答申（予定） 




